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第 25期 第 9回 北広島市農業委員会総会議事録 

 

令和6年 2月 26日（月）13時 30分、第9回北広島市農業委員会総会を北広島市役所5階委員会室

に招集する。 

 

１  議事日程 

日程第1  議事録署名委員の指名 

日程第2  会期の決定 

日程第3  報告第1号  農地法第3条の3の届出による専決処分について 

日程第4  報告第2号  賃貸借の合意解約について 

日程第5  議案第1号  農地法第3条の規定による許可申請について 

日程第6   議案第2号  農用地利用集積計画の決定について 

日程第7  その他 諸報告 

 

２ 応招委員  1番 茶木 義行 委員  4番 宮北  輝 委員 5番 佐々木 珠惠 委員 

２ 応招委員  6番 佐藤 芳之介 委員 7番 三戸   修 委員 

 

３ 農地利用最適化推進委員出席者  阿部 知博 委員 坂本 勝則 委員 田村 智幸 委員 

塚本 能信 委員 森越 信幸 委員 

 

４ 欠席委員 2番 安宅 一夫 委員 3番 山田 智美 委員 

 

５ 事務局出席者  事務局長 川村 裕樹  事務局次長 山田 孝博  主査 武山 伍織   

 主査   石川 正人  主任  佐々木 正人   主事 上野 礼 

４ 事務局出席者   

 

（開会宣言  13時 30分） 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

宮 北 委 員 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

＜日程第1：「議事録署名委員の指名」＞ 

日程第1、「議事録署名委員の指名」を行います。本日の署名委員として総会規則第13条

の規定により4番 宮北委員、5番 佐々木委員、以上2名を指名いたします。 

 

＜日程第2：「会期の決定」＞ 

日程第 2、「会期の決定について」お諮りいたします。本会議の会期は、令和 6 年 2月 26

日、本日1日と決したいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。会期は本日1日と決しました｡ 

 

＜日程第3：報告第1号「農地法第3条の3の届出による専決処分について」＞ 

 報告第1号「農地法第3条の3の届出による専決処分について」を議題といたします。事

務局から、報告案件の朗読をお願いいたします。 

（報告案件朗読） 

報告案件の朗読が終わりました。これより質疑を行います。何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。報告第 1 号は、報告のとおり承認することにご異議ございません

か。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。報告第1号は、報告のとおり承認することに決しました。 

 

＜日程第4：報告第2号「賃貸借の合意解約について」＞ 

 報告第2号「賃貸借の合意解約について」を議題といたします。事務局から、報告案件の

朗読をお願いいたします。 

（報告案件朗読） 

報告案件の朗読が終わりました。これより質疑を行います。何かございませんか。宮北委

員どうぞ。 

解約後の使用方法について教えてください。番号2の○○○さんはどのような人なのかも

教えてください。 

番号1から番号4は全て道央農業振興公社を通しての案件となっております。 

まず、番号1・番号2についてですが、借主が○○○○さん、貸主が○○○さんでありま

すが、本日の議案第2号の利用集積計画に出てくる、○○○○さんの息子である○○○○さ

んが経営移譲をし結びなおすということで、申請があがっております。また、質問のありま

した貸主の○○○さんにつきましては、共有名義で持たれておりまして、その代表というこ

とでございます。 

続きまして6ページの番号3・番号4ですが、借主が○○○○○○の○○○○○○○○さ

ん、貸主が○○○の○○○○○さんであり、こちらにつきましては、○○○○さんが離農す

るということでお話を伺いまして、道央農業振興公社さんともお話をし、解約をするという

流れとなりました。今後は所有者である○○○○○さんが自己利用は難しいということで、

借り手を探してほしいと申し出がございました。この総会終了後に調整会議が開かれ、その

中で付議予定なので借り手は誰が良いのか、ご意見を伺う予定となっております。以上です。 

ほかに何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。報告第 2 号は、報告のとおり承認することにご異議ございません

か。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。報告第2号は、報告のとおり承認することに決しました。 

 

＜日程第5：議案第1号「農地法第3条の規定による許可申請について」＞ 
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議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

阿 部 委 員 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

 

 

茶木職務代理 

 

 

茶木職務代理 

 

 

茶木職務代理 

 

 

議 長 

 

茶 木 委 員 

 

事 務 局 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

議案第1号「農地法第3条の規定による許可申請について」を議題といたします。事務局

から、議案の朗読をお願いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。この案件につきましては、地区担当委員による現地調査が実

施されていますので、阿部委員より調査結果を報告願います。 

令和 6年 2月 20 日、農地法第 3条許可申請による現地調査を宮北委員、佐々木委員、佐

藤委員、坂本委員、私の5名で実施しましたので、結果についてご報告いたします。 

番号1、貸主 ○○○○○氏 借主 ○○○○○〇氏による申請ですが、現地航空写真及

び許可申請書等を確認し、借主である○○○○○〇氏が申請地を計画どおり耕作可能である

ことを確認いたしました。以上、現地調査結果報告といたします。 

ご苦労様でした。これより質疑を行います。何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第 1 号は、提案のとおり許可することにご異議ございません

か。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第1号は、提案のとおり許可することに決しました。 

 

＜日程第6：議案第2号「農用地利用集積計画の決定について」＞ 

議案第2号「農用地利用集積計画の決定について」を議題といたします。事務局から、議

案の朗読をお願いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。番号1から番号3につきましては、私が議事参与の制限の対

象となりますので、退席いたします。その間は会長職務代理者である茶木委員に議長を務め

ていただきます。暫時休憩いたします。 

（三戸会長の退席を確認、茶木職務代理が議長席へ移動） 

それでは休憩を解き再開いたします。これより番号 1 から番号 2 について質疑を行いま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。番号1から番号2については、提案のとおり決定することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。番号1から番号2については、提案のとおり決定いたしました。 

ここで三戸会長の除斥を解きます。暫時休憩いたします。 

（茶木職務代理の退席を確認、三戸会長が議長席へ移動） 

それでは休憩を解き再開いたします。これより番号 3 から番号 11 について質疑を行いま

す。質疑ございませんか。茶木委員どうぞ。 

確認ですが、新規の番号4から番号7までは、先月の調整会議に出ていた案件の場所でよ

ろしいでしょうか。 

1月に行いました、農地利用調整会議で○○○地区で出た案件でございます。調整会議で

所有者の○○○○さんと○〇○○○さんの農地を、○○○の○○○○さんが借りると申し出

があり問題なしとして会議が終わったところでございます。その後、利用集積計画に押印を

頂き、今回の総会に付議したところでございます。以上です。 

ほかに、何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。番号 3 から番号 11 については、提案のとおり決定することにご異

議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。番号3から番号11については、提案のとおり決定いたしました。 

以上で議案第2号は、すべて提案のとおり決定いたしました。 
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議 長 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

＜日程第7：「その他、諸報告について」＞ 

 諸報告を行います。事務局から発言を求められておりますので、これを許します。 

諸報告を行います。1点目、次回の第10回農業委員会総会につきましては、令和6年3月

27日水曜日、午後1時30分から北広島市役所5階委員会室で予定をしておりますのでよろ

しくお願い致します。2 点目、会長と事務局の動静報告についてでございますが、3 月につ

きましては総会のほかに、18日に一般社団法人北海道農業会議第96回総会が札幌で予定を

されております。市議会は開会中でございまして、明日から代表質問が予定されております。

諸報告は以上です。 

続きまして、事務局よりアンケート調査結果の報告をいたします。 

本日お配りいたしました、A3の図面をご覧ください。 

昨年11月 24日付けで農地の所有者、利用者の方、合計486件にお送りいたしました地域

計画に係るアンケート調査につきまして、令和 6年 1月 31日時点で 345 件、71％の返信が

ありました。その内容を踏まえ、利用者の経営意向、年齢、後継者の有無、所有者の意向等

を図面に示しております。 

この図面を用いて3月に地域計画に係る協議を行いますので、委員の皆様のご参集のほど

よろしくお願いいたします。以上です。 

ほかに何かございませんか。なければ以上をもちまして第9回北広島市農業委員会総会を

閉会といたします。ご苦労様した。 
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（閉会宣言  14 時 00 分） 
 
 

 以上、総会議事を記録し、正確を期するためここに署名する。 
 
 
令和  年  月  日   

 
 
 

    
議 長 

  
署 名               

 
議事録署名委員 

 
   番 

 
署 名 

 
議事録署名委員  

 
   番 

 
署 名 

 
 


